
○
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例 

令
和
元
年
八
月
一
日 

大
分
県
条
例
第
十
七
号 

改
正 

令
和
二
年
一
〇
月
六
日
条
例
第
四
一
号 

大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例 

（
設
置
） 

第
一
条 

河
川
に
お
け
る
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
の
適
正
な
係
留
場
所
の
確
保
並
び
に
県
民
の
生
活
の
安
全

の
保
持
及
び
良
好
な
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
（
以

下
「
河
川
係
留
施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
」
と
は
、
ヨ
ッ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の

船
舶
（
人
又
は
貨
物
を
積
載
し
、
自
航
で
あ
る
か
又
は
え
い
航
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
水
面
を
移
動
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
る
物
を
い
う
。
）
を
い
う
。 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
三
条 

河
川
係
留
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

名
称 

位
置 

裏
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設 

大
分
市
青
葉
町 

中
江
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設 

佐
伯
市
中
江
町 

中
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設 

佐
伯
市
駅
前
二
丁
目
、
日
の
出
町
及
び
葛
港 

（
令
二
条
例
四
一
・
一
部
改
正
） 

（
利
用
の
許
可
） 

第
四
条 

河
川
係
留
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許

可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
河
川
係
留
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

る
場
合
は
、
河
川
係
留
施
設
の
利
用
を
許
可
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

秩
序
又
は
風
俗
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

二 

河
川
係
留
施
設
の
施
設
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
に
、
河
川
係
留
施
設
の
管
理
上
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 



（
利
用
の
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
五
条 
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
利
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
利
用

を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

利
用
の
許
可
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
、
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例

に
基
づ
く
規
則
又
は
前
条
第
三
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

利
用
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
き
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
河
川
係
留
施
設
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
等
に
よ
っ
て
利
用
者
が
受
け
た
損
失
に
つ
い
て
は
、
補

償
し
な
い
。 

（
目
的
外
利
用
等
の
禁
止
） 

第
六
条 

利
用
者
は
、
許
可
さ
れ
た
目
的
以
外
の
目
的
に
利
用
し
、
又
は
そ
の
利
用
す
る
権
利
を
譲
渡
し
、

若
し
く
は
転
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
造
作
等
の
制
限
） 

第
七
条 

利
用
者
は
、
河
川
係
留
施
設
の
利
用
に
当
た
り
、
特
別
の
設
備
を
し
、
又
は
造
作
を
加
え
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
原
状
回
復
義
務
） 

第
八
条 

利
用
者
は
、
利
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
損
害
賠
償
） 

第
九
条 

利
用
者
は
、
河
川
係
留
施
設
の
施
設
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
場
合
は
、
知
事
の
認
定
に
基
づ

き
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
使
用
料
） 

第
十
条 

利
用
者
は
、
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
河
川
係
留
施
設
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で

定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 



２ 
第
四
条
第
一
項
及
び
第
七
条
の
許
可
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
次
の
よ
う
〕
略 

附 

則
（
令
和
二
年
条
例
第
四
一
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
七
条
の
許
可
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い

て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

〔
次
の
よ
う
〕
略 

 


